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○

確
認
審
査
等
に
関
す
る
指
針
に
従
っ
て
確
認
審
査
等
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
八
十
五
号
）
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
象
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
号
様
式
（
第
一
第
一
号
関
係
）

第
一
号
様
式
（
第
一
第
一
号
関
係
）

（
ろ
）

（
ろ
）

（
い
）

（
は
）

（
い
）

（
は
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

図
書
の
種
類

記
載
事
項

（
略
）

（
略
）

法
第

（
略
）

法
第

（
略
）

36

36

条

条

令
第

条

（
略
）

令
第

条

（
略
）

129

129

の
３
第
１

の
３
第
１

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

□

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

□

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

並
び
に
令

定
格
速
度

並
び
に
令

定
格
速
度

第

条
の

第

条
の

129

129

４
か
ら
令

保
守
点
検
の
内
容

４
か
ら
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

□

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

□

11

11

ー
の
構
造
詳

構
造

ー
の
構
造
詳

構
造
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細
図

細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
主
要
な

支
持
部
分
の
位
置
及
び
構

造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

□

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

□

129

10

129

10

写
し

写
し

令
第

条
の

第
４
項
に
係
る
認
定
書
の

□

129

10

写
し

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

129

129

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

及
び
第
２

の
定
格
速
度

及
び
第
２

の
定
格
速
度

項
第
２
号

項
第
２
号

並
び
に
令

保
守
点
検
の
内
容

並
び
に
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

12

12

タ
ー
の
構
造

タ
ー
の
構
造

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

の
構
造

の
構
造
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エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
主
要

な
支
持
部
分
の
位
置
及
び

構
造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
号
様
式
（
第
一
第
二
号
関
係
）

第
二
号
様
式
（
第
一
第
二
号
関
係
）

（
ろ
）

（
ろ
）

（
い
）

（
は
）

（
い
）

（
は
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

図
書
の
種
類

記
載
事
項

（
略
）

（
略
）

法
第

（
略
）

法
第

（
略
）

36

36

条

条

令
第

条

（
略
）

令
第

条

（
略
）

129

129

の
３
第
１

の
３
第
１

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

□

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

□

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書
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項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

並
び
に
令

定
格
速
度

並
び
に
令

定
格
速
度

第

条
の

第

条
の

129

129

４
か
ら
令

保
守
点
検
の
内
容

４
か
ら
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

□

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

□

11

11

ー
の
構
造
詳

構
造

ー
の
構
造
詳

構
造

細
図

細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
主
要
な

支
持
部
分
の
位
置
及
び
構

造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

□

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

□

129

10

129

10

写
し

写
し

令
第

条
の

第
４
項
に
係
る
認
定
書
の

□

129

10

写
し

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

129

129

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

及
び
第
２

の
定
格
速
度

及
び
第
２

の
定
格
速
度
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項
第
２
号

項
第
２
号

並
び
に
令

保
守
点
検
の
内
容

並
び
に
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

12

12

タ
ー
の
構
造

タ
ー
の
構
造

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

の
構
造

の
構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
主
要

な
支
持
部
分
の
位
置
及
び

構
造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
号
様
式
（
第
一
第
三
号
関
係
）

第
三
号
様
式
（
第
一
第
三
号
関
係
）

（
ろ
）

（
ろ
）

（
い
）

（
は
）

（
い
）

（
は
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

図
書
の
種
類

記
載
事
項

（
略
）

（
略
）
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令
第

条
第
２
項

（
略
）

令
第

条
第
２
項

（
略
）

143

143

令
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

□

令
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

□

143

143

第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の
写

第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の
写

129

10

129

10

し

し

令
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

□

143

第

条
の

第
４
項
に
係
る
認
定
書
の
写

129

10

し

（
略
）

（
略
）

令
第

条

（
略
）

令
第

条

（
略
）

129

129

の
３
第
１

の
３
第
１

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

□

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

□

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

並
び
に
令

定
格
速
度

並
び
に
令

定
格
速
度

第

条
の

第

条
の

129

129

４
か
ら
令

保
守
点
検
の
内
容

４
か
ら
令

第

条
の

第

条
の

129

129

ま
で

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

□

ま
で

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

□

10

10

ー
の
構
造
詳

構
造

ー
の
構
造
詳

構
造

細
図

細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
主
要
な
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支
持
部
分
の
位
置
及
び
構

造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

129

129

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

及
び
第
２

の
定
格
速
度

及
び
第
２

の
定
格
速
度

項
第
２
号

項
第
２
号

並
び
に
令

保
守
点
検
の
内
容

並
び
に
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

12

12

タ
ー
の
構
造

タ
ー
の
構
造

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

の
構
造

の
構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
主
要

な
支
持
部
分
の
位
置
及
び

構
造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
四
号
様
式
（
第
二
第
一
号
関
係
）

第
四
号
様
式
（
第
二
第
一
号
関
係
）

（
ろ
）

（
は
）

（
ろ
）

（
は
）

（
い
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

目

動

（
い
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

目

動

視

作

視

作

検

確

検

確

査

認

査

認

（
略
）

（
略
）

法
第

（
略
）

法
第

（
略
）

36

36

条

条

令
第

条

（
略
）

□

□

令
第

条

（
略
）

□

□

129

129

の
３
第
１

の
３
第
１

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

並
び
に
令

定
格
速
度

並
び
に
令

定
格
速
度

第

条
の

第

条
の

129

129

４
か
ら
令

保
守
点
検
の
内
容

４
か
ら
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

11

11

ー
の
構
造
詳

構
造

ー
の
構
造
詳

構
造
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細
図

細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
主
要
な

支
持
部
分
の
位
置
及
び
構

造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

129

10

129

10

写
し

写
し

令
第

条
の

第
４
項
に
係
る
認
定
書
の

129

10

写
し

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

□

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

□

129

129

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

及
び
第
２

の
定
格
速
度

及
び
第
２

の
定
格
速
度

項
第
２
号

項
第
２
号

並
び
に
令

保
守
点
検
の
内
容

並
び
に
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

12

12

タ
ー
の
構
造

タ
ー
の
構
造

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

の
構
造

の
構
造
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エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
主
要

な
支
持
部
分
の
位
置
及
び

構
造（

略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
号
様
式
（
第
二
第
二
号
関
係
）

第
五
号
様
式
（
第
二
第
二
号
関
係
）

（
ろ
）

（
は
）

（
ろ
）

（
は
）

（
い
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

目

動

（
い
）

図
書
の
種
類

記
載
事
項

目

動

視

作

視

作

検

確

検

確

査

認

査

認

（
略
）

（
略
）

法
第

（
略
）

法
第

（
略
）

36

36

条

条

令
第

条

（
略
）

□

□

令
第

条

（
略
）

□

□

129

129
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の
３
第
１

の
３
第
１

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

並
び
に
令

定
格
速
度

並
び
に
令

定
格
速
度

第

条
の

第

条
の

129

129

４
か
ら
令

保
守
点
検
の
内
容

４
か
ら
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

11

11

ー
の
構
造
詳

構
造

ー
の
構
造
詳

構
造

細
図

細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
主
要
な

支
持
部
分
の
位
置
及
び
構

造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

令
第

条
の

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の

129

10

129

10

写
し

写
し

令
第

条
の

第
４
項
に
係
る
認
定
書
の

129

10

写
し

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

□

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

□

129

129
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の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

及
び
第
２

の
定
格
速
度

及
び
第
２

の
定
格
速
度

項
第
２
号

項
第
２
号

並
び
に
令

保
守
点
検
の
内
容

並
び
に
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

12

12

タ
ー
の
構
造

タ
ー
の
構
造

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

の
構
造

の
構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
主
要

な
支
持
部
分
の
位
置
及
び

構
造（

略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
号
様
式
（
第
二
第
三
号
関
係
）

第
六
号
様
式
（
第
二
第
三
号
関
係
）

（
ろ
）

（
は
）

（
ろ
）

（
は
）

（
い
）

（
い
）
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図
書
の
種
類

記
載
事
項

目

動

図
書
の
種
類

記
載
事
項

目

動

視

作

視

作

検

確

検

確

査

認

査

認

（
略
）

（
略
）

令
第

条
第
２
項

（
略
）

□

令
第

条
第
２
項

（
略
）

□

143

143

令
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

令
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

143

143

第

条

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の
写
し

第

条

第
２
項
に
係
る
認
定
書
の
写
し

129

10

129

10

令
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

143

第

条

第
４
項
に
係
る
認
定
書
の
写
し

129

10

（
略
）

（
略
）

令
第

条

（
略
）

□

令
第

条

（
略
）

□

129

129

の
３
第
１

の
３
第
１

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ

（
略
）

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

及
び
第
２

ー
の
仕
様
書

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

項
第
１
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

並
び
に
令

定
格
速
度

並
び
に
令

定
格
速
度

第

条
の

第

条
の

129

129

４
か
ら
令

保
守
点
検
の
内
容

４
か
ら
令

第

条
の

第

条
の

129

129
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ま
で

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

ま
で

エ
レ
ベ
ー
タ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の

10

10

ー
の
構
造
詳

構
造

ー
の
構
造
詳

構
造

細
図

細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
主
要
な

支
持
部
分
の
位
置
及
び
構

造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

令
第

条

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

□

129

129

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

の
３
第
１

タ
ー
の
仕
様

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

項
第
２
号

書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

及
び
第
２

の
定
格
速
度

及
び
第
２

の
定
格
速
度

項
第
２
号

項
第
２
号

並
び
に
令

保
守
点
検
の
内
容

並
び
に
令

第

条
の

第

条
の

129

129

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

エ
ス
カ
レ
ー

（
略
）

12

12

タ
ー
の
構
造

タ
ー
の
構
造

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

詳
細
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段

の
構
造

の
構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
主
要

な
支
持
部
分
の
位
置
及
び

構
造
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。


